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(57)【要約】
　
【課題】　例えば組織追跡イメージング法を用いた解析
や診断に要する時間を削減すると共に、解析や診断の精
度を向上させることが可能な音波診断装置等を提供する
こと。
【解決手段】　心臓の少なくとも一部を含む三次元領域
に対する超音波走査に基づくボリュームデータを取得し
、心腔への血液流入経路に対応する第１部位の延在方向
に沿い、互いに交差する複数の断面画像それぞれにおけ
る第１部位の輪郭に基づいて、第１部位の三次元形状を
取得し、心腔からの血液流出経路に対応する第２部位の
延在方向に沿った断面画像における第２部位の輪郭に基
づいて、第２部位の三次元形状を取得し、心腔を示す三
次元形状と、取得部で取得された第１部位および第２部
位の三次元形状と、を用いて、第１部位、第２部位、お
よび心腔を含む心筋の少なくとも一部の形状を示す三次
元画像を生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心臓の少なくとも心腔を含む三次元領域に対する超音波走査に基づくボリュームデータ
を取得するデータ取得部と、
　前記心腔の形状に関する情報に基づき、前記心腔への血液流入経路に対応する第１部位
の三次元形状を取得し、前記心腔からの血液流出経路に対応する第２部位の三次元形状を
取得する取得部と、
　前記心腔を示す三次元形状と、前記取得部で取得された前記第１部位および前記第２部
位の三次元形状とが設定された前記ボリュームデータを用いて、前記第１部位、前記第２
部位、および前記心腔を含む心筋の少なくとも一部の形状を示す三次元画像を生成する画
像生成部と、
　を具備する超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、超音波画像を用いて心筋（心臓を構成する筋肉）等の組織の局所的な運
動情報を出力することで医学診断に有効な情報を提供する超音波診断装置、超音波画像処
理装置及び超音波画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や
胎児の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を
行うことができる。この他、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比
べて小さく、ベッドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便な診断手法で
あると言える。この超音波診断において用いられる超音波診断装置は、それが具備する機
能の種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運べる程度のものが開発され
ており、超音波診断はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても
使用することができる。
【０００３】
　近年、この様な超音波診断装置を用いて、生体組織としてのオブジェクトに関しその機
能を客観的かつ定量的に評価する手法として、組織追跡イメージング（ＴＴＩ：Ｔｉｓｓ
ｕｅ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｉｍａｇｉｎｇ）法がある。このＴＴＩ法により、組織速度を
用いて歪みや変位といった局所的な壁運動指標による定量的評価法が提供可能となってい
る。ＴＴＩ法においては、基準時相のボリュームデータにおいてオブジェクトの３次元境
界を入力する必要がある。この入力法としては、当該ボリュームデータに複数枚の断面像
設定し、各断面に対応する各二次元画像上でオブジェクトの境界をトレースし、断面間の
補間処理によって３次元境界を生成する技術が知られている。この技術では、例えば、オ
ブジェクトを超音波画像に含まれる心臓の左心室の心筋として、基準時相のボリュームデ
ータにおいてその３次元境界を入力する場合、左心室の複数枚の短軸断面において心筋境
界をトレースし、各断面の補間処理によって３次元心筋境界を生成する。解析に用いる対
象が心室と、心室へ血液を流入させるための流入部（例えば左心室の場合は僧房弁、右心
室の場合は三尖弁）のみであれば、心室と流入部を通る軸に合わせて超音波プローブの位
置を設定することにより、従来技術における短軸断面のみでも両者が比較的鮮明に表示さ
れ、心筋境界を適切に設定することも容易である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２７６４０７号公報
【非特許文献】
【０００５】
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【非特許文献１】T.E. Cootes, et al., “Active Shape models － Their training and
 application” CVIU, 1995.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、解析に用いる対象の中に、心室と流入部の他、心室から血液を流出させ
るための流出部（例えば右心室の場合は肺動脈弁）も含まれる場合、心室と、流入部およ
び流出部の一方の視認性は十分に確保することができるものの、他方の視認性は十分に確
保することができない。その結果、解析や診断に要する時間が増大してしまう。また、心
筋境界を適切に設定することも困難であるため、解析や診断の精度を十分に確保すること
ができない。
【０００７】
　上記事情に鑑み、目的は、解析や診断に要する時間を削減するとともに解析や診断の精
度を向上させることが可能な音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音波画像処理プロ
グラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施形態に係る超音波診断装置は、心臓の少なくとも一部を含む三次元領域に対する
超音波走査に基づくボリュームデータを取得するデータ取得部と、心腔への血液流入経路
に対応する第１部位の延在方向に沿い、互いに交差する複数の断面画像それぞれにおける
前記第１部位の輪郭に基づいて、前記第１部位の三次元形状を取得し、前記心腔からの血
液流出経路に対応する第２部位の延在方向に沿った断面画像における前記第２部位の輪郭
に基づいて、前記第２部位の三次元形状を取得する取得部と、前記心腔を示す三次元形状
と、前記取得部で取得された前記第１部位および前記第２部位の三次元形状と、を用いて
、前記第１部位、前記第２部位、および前記心腔を含む心筋の少なくとも一部の形状を示
す三次元画像を生成する画像生成部と、を具備する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施形態に係る超音波診断装置の構成を示したブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る運動情報処理ユニット２９のブロック構成図である。
【図３】図３は、本実施形態に係る超音波診断装置１によって実現される心室の三次元心
筋形状設定支援機能を利用して組織追跡イメージングを実行する場合のフローチャートの
一例である。
【図４】図４（ａ）、（ｂ）は、第１部位の設定処理を説明するための図である。
【図５】図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、第１部位の設定処理を説明するための図である
。
【図６】図６は、第２部位の設定処理を説明するための図である。
【図７】図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、第２部位の設定処理を説明するための図である
。
【図８】図８は、ボリュームデータ上に設定された第１部位ＶＩの三次元形状、第２部位
ＶＯの三次元形状の一例を示した図である。
【図９】図９は、第１部位ＶＩの三次元形状、第２部位ＶＯの三次元形状を含む心室の三
次元心筋形状ＶＥの一例を示した図である。
【図１０】図１０（ａ）、（ｂ）は、流入部及び流出部のそれぞれの三次元形状が滑らか
に接続されるように、心室とつながる断面像上にて楕円形と円形を変形させる処理を説明
するための図である。
【図１１】図１１は、第１部位における心筋領域の輪郭線５０、５１、５２、５３と、第
２部位における心筋領域の輪郭線６０、６１との設定に用いる長軸断面像の変形例を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下、実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及
び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う
。
【００１１】
　図１は、実施形態に係る超音波診断装置の構成を示したブロック図である。同図に示す
ように、本超音波診断装置１は、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニター１４、超
音波送信ユニット２０、超音波受信ユニット２１、入力バッファ２２、Ｂモード処理ユニ
ット２３、カラードプラ処理ユニット２４、ＦＦＴドプラ処理ユニット２５、ＲＡＷデー
タメモリ２６、ボリュームデータ生成ユニット２７、運動情報処理ユニット２９、画像処
理ユニット２８、表示処理ユニット３０、制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１、記憶ユニット
３２、インターフェースユニット３３を具備している。以下、個々の構成要素の機能につ
いて説明する。なお、超音波プローブ１２、入力装置１３、モニター１４、超音波送信ユ
ニット２０、超音波受信ユニット２１、入力バッファ２２、Ｂモード処理ユニット２３、
カラードプラ処理ユニット２４、ＦＦＴドプラ処理ユニット２５、ＲＡＷデータメモリ２
６、ボリュームデータ生成ユニット２７により、データ取得部を構成する。
【００１２】
　超音波プローブ１２は、生体を典型例とする被検体に対して超音波を送信し、当該送信
した超音波に基づく被検体からの反射波を受信するデバイス（探触子）であり、その先端
に複数に配列された圧電振動子（超音波トランスデューサ）、整合層、バッキング材等を
有している。圧電振動子は、超音波送信ユニット２０からの駆動信号に基づきスキャン領
域内の所望の方向に超音波を送信し、当該被検体からの反射波を電気信号に変換する。整
合層は、当該圧電振動子に設けられ、超音波エネルギーを効率良く伝播させるための中間
層である。バッキング材は、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止する。当該
超音波プローブ１２から被検体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体内組織の
音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プローブ１２
に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連続面における音響イ
ンピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している血流で反
射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送受信方向の速度成分に依存
して、周波数偏移を受ける。本実施形態においては、超音波プローブ１２は、ボリューム
データを取得可能なものとして、二次元アレイプローブ（複数の超音波振動子が二次元マ
トリックス状に配列されたプローブ）、又はメカニカル４Ｄプローブ（超音波振動子列を
その配列方向と直交する方向に機械的に煽りながら超音波走査を実行可能なプローブ）で
あるとする。
【００１３】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、撮像モードの選択等のオペレータからの各
種指示、条件、関心領域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１
１にとりこむための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を有
している。
【００１４】
　モニター１４は、表示処理ユニット３０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、カラードプラモードによって取得された血流情報を画像として表示する。また
、モニター１４は、後述するカラードプラ撮像法によって再生された超音波画像を、所定
の形態で所定の情報と共に表示する。
【００１５】
　超音波送信ユニット２０は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。トリガ発生回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒
）で、送信超音波を形成するためのトリガパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅
延時間が、各トリガパルスに与えられる。パルサ回路は、このトリガパルスに基づくタイ
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ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。また、超音波送信ユニット２０は、カ
ラードプラ撮像処理において、制御ユニット３１からの制御信号に基づいて後述する超音
波送信を実行する。
【００１６】
　超音波受信ユニット２１は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、遅延回路、加
算器、直交検波回路等を有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれ
たエコー信号をチャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたアナログのエコ
ー信号をデジタルエコー信号に変換する。遅延回路では、デジタル変換されたたエコー信
号に対し受信指向性を決定し、受信ダイナミックフォーカスを行うのに必要な遅延時間を
与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性
に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信
の総合的なビームが形成される。直交検波回路は、加算器の出力信号をベースバンド帯域
の同相信号（Ｉ信号：In-phase signal）と直交信号（Ｑ信号：Quadrature-phase signal
）とに変換する。直交検波回路はＩ信号及びＱ信号（ＩＱ信号）をエコー信号として後段
の処理系に出力する。なお、直交検波回路において、ＲＦ（Radio Frequency）信号に変
換する処理を実行するようにしてもよい。なお、超音波受信ユニット２１は、カラードプ
ラ撮像処理において、制御ユニット３１からの制御信号に基づいて、後述する超音波受信
を実行する。
【００１７】
　入力バッファ２２は、超音波受信ユニット２１から出力されたエコー信号（ＩＱ信号又
はＲＦ信号）を一時的に記憶するバッファである。入力バッファ２２は、例えば、ＦＩＦ
Ｏ（First-In/First-Out）メモリであり、数フレーム分のＩＱ信号（又は数ボリューム分
に相当するＩＱ信号）を一時的に記憶する。また、入力バッファ２２は、新たに一フレー
ム分のＩＱ信号が超音波受信ユニット２１から出力された場合、時間的に最も古いフレー
ムに対応するＩＱ信号を、超音波受信ユニット２１から新たに受け取ったＩＱ信号に書き
換える。
【００１８】
　Ｂモード処理ユニット２３は、入力バッファ２２からエコー信号を受け取り、対数増幅
、包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
【００１９】
　カラードプラ処理ユニット２４は、入力バッファ２２から受け取ったエコー信号を用い
てカラードプラ処理を実行し、パワー信号及び速度信号を出力する。
【００２０】
　ＦＦＴドプラ処理ユニット２５、連続波ドプラモードにおいて取得されたエコー信号を
用いて高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform）を実行し、スペクトラム信号を出力
する。
【００２１】
　ＲＡＷデータメモリ２６は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った複数のＢモード
データを用いて、三次元的な超音波走査線上のＢモードデータであるＢモードＲＡＷデー
タを生成する。また、ＲＡＷデータメモリ２６は、カラードプラユニット２４から受け取
った複数の血流データを用いて、三次元的な超音波走査線上の血流データである血流ＲＡ
Ｗデータを生成する。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、Ｒ
ＡＷデータメモリ２６の後に三次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行う
ようにしてもよい。
【００２２】
　ボリュームデータ生成ユニット２７は、空間的な位置情報を加味した補間処理を含むＲ
ＡＷ－ボクセル変換を実行することにより、Ｂモードボリュームデータ、血流ボリューム
データを生成する。
【００２３】
　画像処理ユニット２８は、ボリュームデータ生成ユニット２７又は運動情報処理ユニッ
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ト２９から受け取るボリュームデータ、ボリュームレンダリング、多断面変換表示（ＭＰ
Ｒ：Multi Planar Reconstruction）、最大値投影表示（ＭＩＰ：Maximum Intensity Pro
jection）等の所定の画像処理を行う。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすること
を目的として、画像処理ユニット２８の後に二次元的なフィルタを挿入し、空間的なスム
ージングを行うようにしてもよい。
【００２４】
　運動情報処理ユニット２９は、ボリュームデータ生成ユニット２７から出力されたＢモ
ードボリュームデータ或いは血流ボリュームデータを用いて、組織追跡イメージング法に
関連する各種処理を実行する。また、運動情報処理ユニット２９は、組織追跡イメージン
グ法において、後述する心室の三次元心筋形状設定支援機能に従う処理（心室の三次元心
筋形状設定支援処理）を実行する。当該運動情報処理ユニット２９の構成及び動作につい
ては、後で詳しく説明する。
【００２５】
　表示処理ユニット３０は、画像処理ユニット２８において生成・処理された各種画像デ
ータに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正
、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。
【００２６】
　制御プロセッサ３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、各構成要素の動
作を制御する。また、制御プロセッサ３１は、後述する心室の三次元心筋形状設定支援処
理において、運動情報処理ユニット２９等を制御する。
【００２７】
　記憶ユニット３２は、組織追跡イメージング法を実行するためのプログラム、後述する
後述する心室の三次元心筋形状設定支援機能を実現するためのプログラム、診断プロトコ
ル、送受信条件、その他のデータ群が保管されている。また、必要に応じて、図示しない
画像メモリ中の画像の保管などにも使用される。記憶ユニット３２のデータは、インター
フェースユニット３３を経由して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００２８】
　インターフェースユニット３３は、入力装置１３、ネットワーク、新たな外部記憶装置
（図示せず）に関するインターフェースである。インターフェースユニット３３を介して
、他の装置を本超音波診断装置本体１１に接続することも可能である。また、当該装置に
よって得られた超音波画像等のデータや解析結果等は、インターフェースユニット３３よ
って、ネットワークを介して他の装置に転送可能である。
【００２９】
　（組織追跡イメージング）
　次に、本実施形態の前提となる技術である組織追跡イメージング法（ＴＴＩ：Tissue T
racking Imaging）について、簡単に説明する。この組織追跡イメージング法は、組織の
運動情報として、運動に伴う組織位置を追跡しながら、局所の変位と歪みのパラメータを
画像化するものである。当該手法によれば、心臓の局所心筋の歪みや変位の画像を、例え
ば短軸像を用いて作成・表示することができ、画像出力値の局所領域に対する時間変化の
解析が支援される。この組織追跡イメージング法のさらなる詳細については、例えば特開
平２００３－１７５０４１号に説明されている。
【００３０】
　なお、本組織追跡イメージング法には、複数の時相に関する組織速度の時空間分布画像
（診断対象組織の各位置における速度を表す画像）を必要とする。この組織速度の時空間
分布画像（以下、単に「速度分布画像」）は、Ｂモード等によって収集された複数の時相
に関する複数の二次元又は三次元組織画像に対してパターンマッチング処理を施すこと、
或いは組織ドプラ法によって収集された複数の時相に関する二次元又は三次元超音波画像
データから生成すること等によって得られる。近年、パターンマッチング処理に基づくこ
の手法は、一般的にスペックルトラッキング法と呼ばれること多くなっている。
【００３１】
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　（運動情報処理ユニット）
　上述した組織追跡イメージング法（特に、後述する心室の三次元心筋形状設定支援機能
を用いた組織追跡イメージング法）に関する処理は、運動情報処理ユニット２９において
実行される。
【００３２】
　図２は、運動情報処理ユニット２９のブロック構成図である。同図に示す様に、運動情
報処理ユニット２９は、第１設定部２９０、第２設定部２９２、心室形状設定部２９４、
トラッキング処理部２９６、運動情報生成部２９８を有している。
【００３３】
　第１設定部２９０は、後述する心室の三次元心筋形状設定支援処理において、ボリュー
ムデータ生成ユニット２７において生成された心臓に関するボリュームデータに対し、心
室への血流の流入を行うための部位（第１部位）の三次元形状を設定する。
【００３４】
　第２設定部２９２は、後述する心室の三次元心筋形状設定支援処理において、ボリュー
ムデータ生成ユニット２７において生成された心臓に関するボリュームデータに対し、心
室からの血流の流出を行うための部位（第２部位）の三次元形状を設定する。
【００３５】
　心室形状設定部２９４は、第１部位の三次元形状及び第２部位の三次元形状を用いて、
第１部位及び第２部位を含む心室の三次元心筋形状をボリュームデータに設定する。
【００３６】
　トラッキング処理部２９６は、基準時相（例えば初期時相）におけるボリュームデータ
に対して設定された対象（例えば、心室の三次元心筋形状、第１部位の軸、第２部位の軸
等）の各位置につき、複数の時相に関する複数のボリュームデータに対してパターンマッ
チング処理を実行することで追跡（トラッキング）し、各時相における速度分布画像を生
成する。
【００３７】
　運動情報生成部２９８は、生成された各時相における速度分布画像を用いて、心筋の各
位置における運動情報（例えば、歪み（strain）、歪み率（strain rate）、変位、速度
、捻じれ（twist）、捻じれ率（twist rate）等）等を生成する。
【００３８】
　（心腔の三次元心筋形状設定支援機能）
　次に、本超音波診断装置１０が具備する心腔の三次元心筋形状設定支援機能について説
明する。この時相推定処理は、例えば組織追跡イメージング法により心筋組織を映像化す
る場合において、血液の流入を行う第１部位、血液の流出を行う第２部位、および心腔を
含む心筋領域の設定を支援するものである。なお、以下においては、説明を具体的にする
ため、「心腔」は「右心室」であり、「第１部位」は右心室へ血液を流入させるための「
三尖弁を含む管状構造物（流入部）」であり、「第２部位」は右心室から血液を流出させ
るための「肺動脈弁を含む管状構造物（流出部）」であるとする。しかしながら、当該例
に限定する趣旨ではなく、例えば「心腔」は「左心室」や「右心房」ないし「左心房」で
あってもよく、「第１部位」或いは「第２部位」は、管状の領域以外のものであってもよ
い。
【００３９】
　図３は、本実施形態に係る超音波診断装置１によって実現される心室の三次元心筋形状
設定支援機能を利用して組織追跡イメージングを実行する場合のフローチャートの一例で
ある。以下、各ステップにおいて実行される処理について詳しく説明する。
【００４０】
　［ボリュームデータの取得：ステップＳ１］
　まず、少なくとも右心室を含む三次元領域が超音波走査（Ｂモードによる走査）され、
例えば一心拍以上に亘る所定期間につき、時相毎のボリュームデータが取得される。ここ
で、「時相」或いは「心時相」とは、心臓の周期的な運動における任意の１時点（タイミ
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ング）を指す。
【００４１】
　なお、本実施形態では、典型的な組織追跡イメージング法への適用を例とするため、複
数時相に亘るボリュームデータを取得するものとした。しかしながら、本心室の三次元心
筋形状設定支援機能は、一時相に対応するボリュームデータがあれば実現可能である。従
って、本ステップＳ１では、必要に応じて、例えば拡張末期（End-systole）または収縮
末期（End-Diastole）に対応する１時相でのボリュームデータを取得するようにしてもよ
い。
【００４２】
　［第１部位の設定処理：ステップＳ２］
　第１設定部２９０は、取得された各時相に対応するボリュームデータのうち、所定時相
（例えば初期時相）に対応するボリュームデータに対して、右心室への血液の流入を行う
ための第１部位の心筋領域の輪郭線を、第１部位の軸に沿った断面を用いて入力し、補間
処理によって、第１部位を近似した３次元形状を設定する。より具体的には以下のとおり
である。
【００４３】
　図４（ａ）、（ｂ）、図５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、第１部位の設定処理を説明する
ための図である。ステップＳ１において複数時相に亘る複数のボリュームデータが取得さ
れると、第１設定部２９０は、図４（ａ）に示す様に、所定時相に対応するボリュームデ
ータに対して、第１部位の軸Ａ１に沿った（第1部位の延在方向に沿った）二つの長軸断
面ＳＡ、ＳＢ（例えば、直交二断面）を設定する。ここで、「延在方向」とは、例えば筒
状の流入経路の入り口の中心と出口の中心を結ぶ直線、又は近似線に沿った方向を意味す
る。また、上記説明では「第1部位の延在方向に沿った」とし、平行である例を示したが
、これに拘泥されず、第1部位の延在方向とのなす角が±２０度以内であってもよい。
【００４４】
　この二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢの設定は、所定のアルゴリズムに従って実現可能である
が、マニュアル操作によって設定或いは微調整するようにしてもよい。当該第１部位の軸
Ａ１に沿った二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢが設定されると、画像処理ユニット２８は、長軸
断面ＳＡ、ＳＢのそれぞれに対応する長軸断面画像ＳＡＩ、ＳＢＩを生成する。生成され
た各長軸断面画像ＳＡＩ、ＳＢＩは、モニター１４において、例えば図４（ｂ）に示す様
に表示される。
【００４５】
　ユーザは、図４（ｂ）の如く表示された二つの長軸断面画像ＳＡＩ、ＳＢＩに対して、
第１部位（流入部）における心筋領域の輪郭線を、入力装置１３を介してトレースし、例
えば長軸断面画像ＳＡＩにおいて輪郭線５０、５１を設定し、長軸断面画像ＳＢＩにおい
て輪郭線５２、５３を設定する。
【００４６】
　図５（ａ）に示す様に、４本の輪郭線５０、５１、５２、５３の空間的な位置関係は、
ボリュームデータ上の座標として、明確に把握することができる。第１設定部２９０は、
図５（ｂ）に示す様に、長軸断面ＳＡ、ＳＢと交わる短軸断面ＳＸ１を設定し、当該短軸
断面と４本の輪郭線５０、５１、５２、５３とが交わる４点を用いて、第１部位の輪郭を
楕円ＥＬ１で近似する。同様に、第１設定部２９０は、長軸断面ＳＡ、ＳＢと交わる短軸
断面ＳＸ２、ＳＸ３、・・・、ＳＸｎを設定し、各当該短軸断面と４本の輪郭線５０、５
１、５２、５３とが交わる４点を用いて、第１部位の輪郭を楕円ＥＬ２、ＥＬ３、・・・
、ＥＬｎで近似する。第１設定部２９０は、得られた複数の楕円ＥＬ２、ＥＬ３、・・・
、ＥＬｎを補間処理することによって、第１部位を近似する３次元形状をボリュームデー
タに設定する。なお、上記説明において「交わる」とは、交差すること、なす角が７０度
～１１０度であること、より好ましくはなす角が９０度であること、のいずれかを意味す
る。
【００４７】
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　なお、上記説明においては、二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢを用いて第１部位における心筋
領域の輪郭線を設定する場合を例示した。しかしながら、当該例に拘泥されず、三つ以上
の長軸断面を用いて第１部位における心筋領域の輪郭線を設定するようにしてもよい。ま
た、二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢは直交二断面であるとしたが、必ずしも直交する必要はな
い。さらに、各長軸断面像における心筋領域の輪郭線は、例えば非特許文献１に示す画像
処理手法などによって自動的に推定するようにしてもよい。
【００４８】
　［第２部位の設定処理：ステップＳ３］
　第２設定部２９２は、上記所定時相に対応するボリュームデータに対して、右心室から
の血液の流出を行うための第２部位の心筋領域の輪郭線を、第２部位の軸に沿った断面像
で入力し、補間処理によって、第２部位を近似した３次元形状を設定する。より具体的に
は以下のとおりである。
【００４９】
　図６、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、第２部位の設定処理を説明するための図である
。第２設定部２９２は、上記所定時相に対応するボリュームデータに対して、第２部位の
軸Ａ２に沿った（第２部位の延在方向に沿った）長軸断面ＳＣを設定する。この長軸断面
ＳＣの設定は、所定のアルゴリズムに従って実現可能であるが、マニュアル操作によって
設定或いは微調整するようにしてもよい。当該第２部位の軸Ａ２に沿った長軸断面ＳＣが
設定されると、画像処理ユニット２８は、長軸断面ＳＣに対応する長軸断面画像ＳＣＩを
生成する。生成された長軸断面画像ＳＣは、モニター１４において、例えば図６に示す様
に表示される。なお、「延在方向」、「延在方向に沿う」等については、上述の通りであ
る。
【００５０】
　ユーザは、図６の如く表示された長軸断面画像ＳＣＩに対して、第２部位（流出部）に
おける心筋領域の輪郭線を、入力装置１３を介してトレースし、当該長軸断面画像ＳＣＩ
において輪郭線６０、６１を設定する。
【００５１】
　図７（ａ）に示す様に、２本の輪郭線６０、６１の空間的な位置関係は、ボリュームデ
ータ上の座標として、明確に把握することができる。第２設定部２９２は、図７（ｂ）に
示す様に、長軸断面ＳＣと交わる短軸断面ＳＹ１を設定し、当該短軸断面と２本の輪郭線
６０、６１とが交わる２点を用いて、第２部位の輪郭を円Ｃ１で近似する。同様に、第２
設定部２９２は、長軸断面ＳＣと交わる短軸断面ＳＹ２、ＳＹ３、・・・、ＳＹｎを設定
し、各当該短軸断面と２本の輪郭線６０、６１とが交わる２点を用いて、第２部位の輪郭
を円Ｃ２、Ｃ３、・・・、Ｃｎで近似する。第２設定部２９２は、得られた複数の円Ｃ２
、Ｃ３、・・・、Ｃｎを補間処理することによって、第２部位を近似する３次元形状をボ
リュームデータに設定する。
【００５２】
　ここで、流入部としての第１部位の設定では、二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢを用いて楕円
近似したが、流出部としての第２部位の設定では、一つの長軸断面ＳＣを用いて円で近似
した。これは以下の理由による。すなわち、流入部は三尖弁を含む管状構造物であるが、
三尖弁は右心房と接続しているため、流入部はやや複雑な形状となる。そのため単純な管
ではなく楕円の管で近似されることが望ましい。これに対して流出部は肺動脈弁が肺動脈
つまり血管と接続している。血管は円柱状のため本実施例の方法でも、妥当な近似である
。また、超音波画像の画質面から考えても、視認性が十分に確保できる流入部に対して、
流出部は音響窓（肺に被らずに超音波を通すことのできる肋骨の領域）の制約により不鮮
明に描出される。従来技術のように短軸像ではこの影響を顕著に受けるため、流出部の心
筋境界を視認するのは非常に困難である。これに対し、発明者らは、長軸像では、流出部
の心筋境界を比較的目視しやすいということを見出した。そこで、長軸１断面を用いて心
筋境界の輪郭線を入力することで、近似の精度と解析に要する時間の削減を両立している
。



(10) JP 2019-81034 A 2019.5.30

10

20

30

40

50

【００５３】
　ステップＳ２、Ｓ３における処理の結果、例えば図８に示す様に、ボリュームデータ上
において第１部位ＶＩの三次元形状、第２部位ＶＯの三次元形状が、それぞれ設定される
ことになる。
【００５４】
　なお、心筋領域の輪郭線は、第１設定部２９０と同様、非特許文献１に示す画像処理手
法などによって自動的に推定されてもよい。また、前段のステップＳ２における第１部位
の設定処理と、本ステップＳ３における第２部位の設定処理とは、順序が逆になっても問
題ない。
【００５５】
　［心室の三次元心筋形状の設定：ステップＳ４］
　心室形状設定部２９４は、近似された第１部位の三次元形状及び第２部位の三次元形状
を用いて、第１部位及び第２部位を含む心室の三次元心筋形状をボリュームデータに設定
する。その結果、例えば、図９に示す様に、第１部位ＶＩの三次元形状、第２部位ＶＯの
三次元形状を含む心室の三次元心筋形状ＶＥが設定（或いは抽出）されることになる。
【００５６】
　なお、本実施形態では、流入部及び流出部のそれぞれの三次元形状が滑らかに接続され
るように、心室とつながる断面像上にて図１０（ａ）に示した楕円形と円形を、図１０（
ｂ）に示すように心室の形状に応じて変形させるようにする。しかしながら、当該例に拘
泥されず、例えば、流入部及び流出部のいずれか一方のみを心室とつながる断面像上にて
変形させるようにしてもよく、また、近似した流入部及び流出部の三次元形状を変形せず
にそのまま利用して、心室と繋げるようにしてもよい。
【００５７】
　［パターンマッチングによる心筋トラッキング：ステップＳ５］
　トラッキング処理部２９４は、上記所定時相において設定された心室の三次元心筋形状
を初期形状として、他の各時相に対応するボリュームデータにつき例えば時系列にパター
ンマッチング処理を実行することで、心室の三次元心筋形状をトラッキングする。これに
より、複数の時相に対応する各ボリュームデータにおいて心室の三次元心筋形状が設定さ
れると共に、各時相における速度分布画像が生成される。
【００５８】
　また、トラッキング処理部２９４は、必要に応じて、上記所定時相における第１部位の
軸及び第２部位の軸を用いて、他の各時相に対応するボリュームデータ（或いは所望のい
くつかの時相に対応するボリュームデータ）につき例えば時系列にパターンマッチング処
理を実行することで、第１部位の軸及び第２部位の軸をトラッキングする。これにより、
複数の時相に対応する各ボリュームデータにおいて第１部位の軸及び第２部位の軸が設定
される。こうして設定された各時相における第１部位の軸及び第２部位の軸を用いて、上
記ステップＳ２、Ｓ３の処理を実行することにより、各時相におけるボリュームデータに
心室の三次元心筋形状を設定するようにしてもよい。
【００５９】
　［心室の三次元心筋形状を現す三次元画像等の生成・表示：ステップＳ６］
　画像処理ユニット２８は、心室の三次元心筋形状が設定された各ボリュームデータを用
いて、例えばボリュームレンダリングを実行することにより、第１部位及び第２部位を含
む前記心室の三次元心筋形状を現す三次元画像を生成する。或いは、画像処理ユニット２
８は、心室の三次元心筋形状が設定された各ボリュームデータを用いたＭＰＲ処理を行う
ことにより、心臓を任意の断面で切り出して、３次元心筋境界が交わる境界線を映像化し
た断面像を生成する。生成された画像は、表示処理ユニット３０において所定の処理を受
けた後、モニター１４において所定の形態で表示される。
【００６０】
　また、運動情報生成部２９８は、生成された各時相における速度分布画像を用いて、心
筋の各位置における運動情報を生成する。画像処理ユニット２８は、生成された心筋の各
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位置における運動情報を用いて、例えば各時相における心室心筋領域の歪み等が可視化さ
れた運動情報画像を生成する。生成された画像は、表示処理ユニット３０において所定の
処理を受けた後、モニター１４において所定の形態で表示される。
【００６１】
　（変形例１）
　本実施形態では、近似した第１部位と第２部位の３次元形状に基づいて、第１部位及び
第２部位を含む心室の三次元心筋形状をボリュームデータに設定した。しかしながら、当
該例に拘泥されず、例えば、予め心室の形状等に関する情報があれば、それを用いてもよ
い。具体的には、従来技術の方法などによって心室を近似した３次元形状がある場合、心
室形状設定部２９４は、心室と第１部位、心室と第２部位が滑らかに接続されるように第
１部位と第２部位の３次元形状を変形することで、心室の流入部および流出部の心筋境界
を生成する構成であってもよい。また、心室形状設定部２９４は、３次元形状のみでなく
、画像情報も用いる構成であってもよい。これら心室の形状等に関する情報は、例えば記
憶ユニット３２、或いはネットワーク上の記憶装置において保存されており、所定のタイ
ミングで取得することが可能である。
【００６２】
　（変形例２）
　本実施形態では、心筋領域の輪郭線を設定する場合において、第１部位の設定において
は二つの長軸断面ＳＡ、ＳＢを利用し、第２部位の設定においては長軸断面ＳＡ、ＳＢと
は異なる長軸断面ＳＣを利用する場合を例示した。しかしながら、当該例に拘泥されず、
例えば、長軸断面ＳＣを長軸断面ＳＡ又はＳＢと共通の（同じ）断面としてもよい。すな
わち、長軸断面ＳＡ又はＳＢ上に第２部位がある場合には、第２部位を有すること長軸断
面ＳＡ又はＳＢを用いて第２部位の設定を行ってもよい。
【００６３】
　図１１は、第１部位における心筋領域の輪郭線の設定に用いる長軸断面ＳＢと第２部位
における心筋領域の輪郭線の設定に用いる長軸断面ＳＣとを同一にした場合の、心筋領域
の輪郭線の設定画面を例示した図である。同図に示す様に、本変形例によれば、第１部位
における心筋領域の輪郭線と第２部位における心筋領域の輪郭線の双方を設定するための
断面像を二つにすることができる。従って、三つの長軸断面像を用いて各輪郭線を設定す
る場合に比して、ユーザ操作をさらに簡略化することができる。
【００６４】
　（効果）
　以上述べた超音波診断装置によれば、流出部については、比較的視認しやすい長軸断面
像において、やや形が複雑な流入部は２断面で輪郭線を入力し、これを用いて楕円柱で近
似する。一方、血管のため形が単純であり視認が困難な流出部については、１断面で輪郭
線を入力し、これを用いて円柱で近似する。そして、近似された第１部位の三次元形状及
び第２部位の三次元形状を用いて、第１部位及び第２部位を含む心室の三次元心筋形状を
ボリュームデータに設定する。従って、ユーザは、心室についての心筋境界の設定を容易
かつ高精度に行うことができる。また、心筋境界の設定の精度が向上することにより、解
析や診断に要する時間を削減することができ、解析や診断の精度を向上させることができ
る。さらに、解析や診断に要する時間を削減することと、解析や診断の精度を向上させる
ことの両立を達成できる。
【００６５】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。具体的な変形例としては、例えば次
のようなものがある。
【００６６】
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　（１）上述の実施形態および各変形例の超音波診断装置は、例えば、汎用のコンピュー
タ装置を基本ハードウェアとして用いることでも実現することが可能である。すなわち上
述した各部の機能は、上記のコンピュータ装置に搭載されたプロセッサにプログラムを実
行させることにより実現することができる。このとき、超音波診断装置は、上記のプログ
ラムをコンピュータ装置にあらかじめインストールすることで実現してもよいし、ＣＤ－
ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶して、あるいはネットワークを介して上記のプログラムを配
布して、このプログラムをコンピュータ装置に適宜インストールすることで実現してもよ
い。また、上述した記憶部は、上記のコンピュータ装置に内蔵あるいは外付けされたメモ
リ、ハードディスクもしくはＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－Ｒなどの
記憶媒体などを適宜利用して実現することができる。
【００６７】
　（２）上記実施形態においては、ＴＴＩ法において初期時相におけるボリュームデータ
に三次元心筋形状を設定する場合を典型例として説明した。しかしながら、当該例に拘泥
されず、ボリュームデータに三次元心筋形状を設定する必要がある場合であれば、どのよ
うなイメージング法においても応用可能である。
【００６８】
　（３）上記実施形態においては、三次元心筋形状の設定対象として、心室領域を例とし
て説明した。しかしながら、当該例に拘泥されず、右心房或いは左心房にも適用すること
が可能である。
【００６９】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【００７０】
　上記実施形態は、例えば、以下の付記のように記載され得る。　
　［１］　心臓の少なくとも一部を含む三次元領域に対する超音波走査に基づくボリュー
ムデータを取得するデータ取得部と、
　心腔への血液流入経路に対応する第１部位の延在方向に沿い、互いに交差する複数の断
面画像それぞれにおける前記第１部位の輪郭に基づいて、前記第１部位の三次元形状を取
得し、前記心腔からの血液流出経路に対応する第２部位の延在方向に沿った断面画像にお
ける前記第２部位の輪郭に基づいて、前記第２部位の三次元形状を取得する取得部と、
　前記心腔を示す三次元形状と、前記取得部で取得された前記第１部位および前記第２部
位の三次元形状と、を用いて、前記第１部位、前記第２部位、および前記心腔を含む心筋
の少なくとも一部の形状を示す三次元画像を生成する画像生成部と、
　を具備するする超音波診断装置。　
　［２］　前記画像生成部は、前記心腔を示す三次元形状と前記取得部で取得された前記
第１部位および前記第２部位の三次元形状が設定された前記ボリュームデータを用いて、
前記三次元画像を生成する、［１］に記載の超音波診断装置。　
　［３］　前記データ取得部は、
　前記第１部位の延在方向に沿った少なくとも二以上の前記断面画像を用いて前記第１部
位の心筋領域の少なくとも一部の輪郭線を設定し、
　前記第１部位の延在方向に沿った軸に交わる複数の第３断面のそれぞれにおいて前記輪
郭線が通過する位置に基づいて、前記各第３断面上に楕円を設定し、
　前記複数の楕円を補間することで、前記第１部位の三次元形状を取得する、［１］又は
［２］に記載の超音波診断装置。　
　［４］　前記データ取得部は、
　前記第２部位の延在方向に沿った前記断面画像を用いて前記第２部位の心筋領域の少な
くとも一部の輪郭線を設定し、
　前記第２部位の延在方向に沿った軸に交わる複数の第４断面のそれぞれにおいて前記輪
郭線が通過する位置に基づいて、前記各第４断面上に円を設定し、
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　前記複数の円を補間することで、前記第２部位の三次元形状を取得する、［１］乃至［
３］のいずれかに記載の超音波診断装置。　
　［５］　前記画像生成部は、予め準備された前記心腔に関する情報をさらに用いて、前
記第１部位及び前記第２部位を含む前記心室の三次元心筋形状を現す三次元画像を生成す
る、［１］乃至［３］のいずれかに記載の超音波診断装置。　
　［６］　前記第２部位の延在方向に沿った断面画像は、前記第１部位の延在方向に沿っ
た複数の断面画像のいずれかと同断面である、［１］乃至［５］のいずれかに記載の超音
波診断装置。　
　［７］　前記所定時相における前記第１部位の延在方向に沿った軸及び前記第２部位の
延在方向に沿った軸を用いて、少なくとも一つの他の時相のボリュームデータにおける前
記第１部位の延在方向に沿った軸及び前記第２部位の延在方向に沿った軸を追跡する追跡
処理部をさらに具備し、
　前記データ取得部は、前記少なくとも一つの他の時相のボリュームデータに対し、前記
追跡された前記第１部位の延在方向に沿った前記複数の断面画像を用いて設定し、前記設
定された第１部位の心筋領域の少なくとも一部の輪郭線に基づいて、前記第１部位の三次
元形状を取得し、前記少なくとも一つの他の時相のボリュームデータに対し、前記追跡さ
れた前記第２部位の延在方向に沿った前記複数の断面画像を用いて設定し、前記設定され
た第２部位の心筋領域の少なくとも一部の輪郭線に基づいて、前記第２部位の三次元形状
を取得し、
　前記画像生成部は、前記少なくとも一つの他の時相における前記１部位の三次元形状及
び前記第２部位の三次元形状を用いて、前記第１部位及び前記第２部位を含む前記心室の
三次元心筋形状を現す三次元画像を生成する、［１］乃至［６］のいずれかに記載の超音
波診断装置。　
　［８］　前記心室は右心室であり、
　前記第１部位は三尖弁を含む管状構造物であり、
　前記第２部位は肺動脈弁を含む管状構造物である、［１］乃至［７］のいずれかに記載
の超音波診断装置。　
　［９］　心臓の少なくとも一部を含む三次元領域に対する超音波走査に基づくボリュー
ムデータを記憶する記憶部と、
　心腔への血液流入経路に対応する第１部位の延在方向に沿い、互いに交差する複数の断
面画像それぞれにおける前記第１部位の輪郭に基づいて、前記第１部位の三次元形状を取
得し、前記心腔からの血液流出経路に対応する第２部位の延在方向に沿った断面画像にお
ける前記第２部位の輪郭に基づいて、前記第２部位の三次元形状を取得する取得部と、
　前記心腔を示す三次元形状と、前記取得部で取得された前記第１部位および前記第２部
位の三次元形状と、を用いて、前記第１部位、前記第２部位、および前記心腔を含む心筋
の少なくとも一部の形状を示す三次元画像を生成する画像生成部と、
　を具備する超音波画像処理装置。　
　［１０］　コンピュータに、
　心臓の少なくとも一部を含む三次元領域に対する超音波走査に基づくボリュームデータ
を用いて、
　心腔への血液流入経路に対応する第１部位の延在方向に沿い、互いに交差する複数の断
面画像それぞれにおける前記第１部位の輪郭に基づいて、前記第１部位の三次元形状を取
得し、前記心腔からの血液流出経路に対応する第２部位の延在方向に沿った断面画像にお
ける前記第２部位の輪郭に基づいて、前記第２部位の三次元形状を取得する取得機能と、
　前記心腔を示す三次元形状と、前記取得部で取得された前記第１部位および前記第２部
位の三次元形状と、を用いて、前記第１部位、前記第２部位、および前記心腔を含む心筋
の少なくとも一部の形状を示す三次元画像を生成する画像生成機能と、
　を実現させる超音波画像処理プログラム。
【符号の説明】
【００７１】
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１…超音波診断装置、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…モニター、２０…
超音波送信ユニット、２１…超音波受信ユニット、２２…入力バッファ、２３…Ｂモード
処理ユニット、２４…カラードプラ処理ユニット、２５…ＦＦＴドプラ処理ユニット、２
６…ＲＡＷデータメモリ、２７…ボリュームデータ生成ユニット、２８…画像処理ユニッ
ト、２９…運動情報処理ユニット、３０…表示処理ユニット、３１…制御プロセッサ（Ｃ
ＰＵ）、３２…記憶ユニット、３３…インターフェースユニット、２９０…第１設定部、
２９２…第２設定部、２９４…心室形状設定部、２９６…トラッキング処理部、２９８…
運動情報生成部。

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种声波诊断设备等，其能够减少使用组织跟踪成像
方法进行分析和诊断所需的时间并提高分析和诊断的准确性。 解决方
案：通过对包括心脏至少一部分在内的三维区域进行超声扫描而获得的
多个体数据沿对应于通向心脏腔室的血液流入路径的第一部分的延伸方
向相交。 基于每个横截面图像中的第一部位的轮廓，以获得第一部位的
三维形状，沿着第二部位的延伸方向的横截面图像中的第二部位对应于
从心腔流出的血液。 基于部位的轮廓，使用表示心腔的三维形状以及由
获取单元获取的第一部位和第二部位的三维形状，获取第二部位的三维
形状， 产生表示心肌的至少一部分的形状的三维图像，该心肌的至少一
部分包括第一部分，第二部分和心腔。 [选择图]图2
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